
科目7

精神保健医療福祉に関連する

制度とサービス

講義２

精神保健医療福祉に係る行政機関
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＜国＞ データベースの整備

○ 障害者や難病患者等が地域や職場で生きがい・役割を持ち、医療、福祉、雇用等の各分野の支援を受けながら、その人らしく安心して暮らすこ

とができる体制の構築を目指す。 このため、本人の希望に応じて、

・施設や病院からの地域移行、その人らしい居宅生活に向けた支援の充実（障害者総合支援法関係、精神保健福祉法関係、難病法・児童福祉法関係）

・福祉や雇用が連携した支援、障害者雇用の質の向上（障害者総合支援法関係、障害者雇用促進法関係）

・調査・研究の強化やサービス等の質の確保・向上のためのデータベースの整備（難病法・児童福祉法関係、障害者総合支援法関係）

等を推進する。

障害者や難病患者等が安心して暮らし続けることができる地域共生社会（イメージ）

地域の助け合い、教育

施設からの退所

住まいの場
・アパート生活

・グループホーム
・実家 等

病院からの退院

就労

伴走

通院

訪問

障害福祉

通所系福祉サービス

訪問

福祉から雇用へ
雇用・就労

施設系福祉サービス

＜事業所・施設＞

地域生活支援拠
点等の市町村整
備の努力義務化

等
通所

就労系福祉サービス

＜障害福祉＞
就労選択支援の創設

一般就労中の就労系福祉
サービスの一時的利用

＜企業＞

雇用の質向上に向けた助
成金の拡充
短時間労働者（10H以上
20H未満）に対する実雇
用率の算定 等

（障害者雇用）
企業、団体等

医療 （入院・日常の医療）
医療機関

＜精神科病院＞
■ 医療保護入院の入院期間の設定

入院患者への訪問相談
退院支援の拡充 等

相談支援等

・市町村

・都道府県

＜市町村＞

基幹相談支援セン
ター整備の努力義務
化

精神保健に関する相
談支援体制整備

等

相談支援事業所等

訪問系福祉サービス

＜グループホーム＞
居宅生活に向けた支援等
の明確化 等

（日常の医療）
訪問看護事業所

基盤整備

支援促進

＜都道府県等＞

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の強化、
福祉・就労等の各種支援の円滑な利用促進（登
録者証の発行等） 等

＜都道府県等＞
■ 難病患者等に対する医療費支給

の助成開始時期を重症化時点に
前倒し 等

ピアサポート活動 友達・趣味等

本人 家族
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＜国＞ データベースの整備

○ 障害者や難病患者等が地域や職場で生きがい・役割を持ち、医療、福祉、雇用等の各分野の支援を受けながら、その人らしく安心して暮らすこ

とができる体制の構築を目指す。 このため、本人の希望に応じて、

・施設や病院からの地域移行、その人らしい居宅生活に向けた支援の充実（障害者総合支援法関係、精神保健福祉法関係、難病法・児童福祉法関係）

・福祉や雇用が連携した支援、障害者雇用の質の向上（障害者総合支援法関係、障害者雇用促進法関係）

・調査・研究の強化やサービス等の質の確保・向上のためのデータベースの整備（難病法・児童福祉法関係、障害者総合支援法関係）

等を推進する。

障害者や難病患者等が安心して暮らし続けることができる地域共生社会（イメージ）

地域の助け合い、教育

施設からの退所病院からの退院

就労

伴走

通院

訪問

障害福祉

通所系福祉サービス

訪問

福祉から雇用へ
雇用・就労

施設系福祉サービス

＜事業所・施設＞

地域生活支援拠
点等の市町村整
備の努力義務化

等
通所

就労系福祉サービス

＜障害福祉＞
就労選択支援の創設

一般就労中の就労系福祉
サービスの一時的利用

＜企業＞

雇用の質向上に向けた助
成金の拡充
短時間労働者（10H以上
20H未満）に対する実雇
用率の算定 等

（障害者雇用）
企業、団体等

医療 （入院・日常の医療）
医療機関

＜精神科病院＞
■ 医療保護入院の入院期間の設定

入院患者への訪問相談
退院支援の拡充 等

相談支援等

相談支援事業所等

訪問系福祉サービス

＜グループホーム＞
居宅生活に向けた支援等
の明確化 等

（日常の医療）
訪問看護事業所

基盤整備

支援促進

＜都道府県等＞

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の強化、
福祉・就労等の各種支援の円滑な利用促進（登
録者証の発行等） 等

＜都道府県等＞
■ 難病患者等に対する医療費支給

の助成開始時期を重症化時点に
前倒し 等

ピアサポート活動 友達・趣味等

住まいの場
・アパート生活

・グループホーム
・実家 等

・市町村

・都道府県

＜市町村＞

基幹相談支援セン
ター整備の努力義務
化

精神保健に関する相
談支援体制整備

等

本人 家族

3



１）市町村
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精神保健医療福祉に係る行政機関

【役割】

① 住民の身近な行政機関として、心の健康づく

り、精神保健相談及ひ精゙神障害者等の福祉

サービスの提供等の業務を地域の実情に応じ

て包括的に行う

② 精神障害者のみならず精゙神保健に課題を抱

える者も対象とされ、これらの者の心身の状

態に応じた適切な支援、相談体制の整備

【従事する職種】

保健師、精神保健福祉士、公認心理師等に加え、

精神保健福祉相談員、都道府県等が行う相談支

援従事者養成研修を受講した者

【市町村】

市町村

相談支援等

市町村

都道府県

＜市町村＞

精神保健に関す
る相談支援体制
整備

等

相談支援事業所等

家族

本人

出典：改正障害者総合支援法等の概要から一部改変
保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領 5



【第１ 地域精神保健福祉における市町村の役割】

令和4年改正法により、法第46条において、都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する

相談支援について、精神障害者のみならず精神保健に課題を抱える者も対象とされ、これらのもの

の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨として、行わなければならない。

【第２ 実施体制】

保健所等の関係機関との協力と連携の下、地域の実情に応じて、精神保健福祉業務の推進体制

を確保し、実施すること。

専門職の計画的な育成と配置、技術の継承を念頭に置いた後進の育成等を意識し、専門職として

の業務遂行能力の向上を図ること。

【第３ 業務】
心の健康に関する相談から、ライフステージごとのメンタルヘルスの課題、地域移行・地域定着等

の精神保健及び精神障害者福祉に関する内容について、住民の身近な相談機関としての立場から

適切に相談を行うこと。また、精神障害者等及びその家族等の希望に応じ、精神障害の状態、地域

生活の促進に必要な情報提供を行うこと。 等

保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領の改正概要
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２）保健所
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【役割】

地域精神保健福祉業務の中心的な行政機関

① 「にも包括」の理念を踏まえつつ、精神障害者

等の相談支援、早期治療の促進並びに地域

生活及び自立と社会経済活動への参加の促

進を図る

② 住民の精神的健康の保持増進や精神障害へ  

の誤解や社会的偏見をなくす活動を行う

③ 市町村が精神障害者等に対する相談支援等

の支援施策を円滑に実施するための支援

【従事する職種】

医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健

福祉士、公認心理師、その他業務を行うために

必要な職員

精神保健医療福祉に係る行政機関

相談支援等

市町村

都道府県

＜市町村＞

精神保健に関す
る相談支援体制
整備

等

相談支援事業所等

家族

本人

【保健所】

出典：改正障害者総合支援法等の概要から一部改変
保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領 8



保健所の具体的役割とは 

「市町村との役割分担や連携」

「管内市町村との連携強化」

地域（圏域）内の精神保

健福祉の相談体制をつ

くるために…

精神保健福祉相談、訪問同行、受診支援等

による対応。

特に緊急的に医療介入が必要な事案に対し

ては、医療機関及び警察等の関係機関間の

連絡調整や連携を図るための相談が可能。

「医療機関への受診を拒

否している事例」や「未治

療の精神障害の疑いの

ある事例」などにどう対

応すればよいか…

入院中心のケアから地域社会でのケアに福祉の理念を加えつつ、

精神障害者の早期治療の促進並びに精神障害者の社会復帰及び

自立と社会経済活動への参加の促進を図るとともに、地域住民の

精神的健康の保持増進を図るための諸活動を行う。
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３）精神保健福祉センター
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精神保健医療福祉に係る行政機関

【役割】

① 精神保健及び精゙神障害者の福祉に関する総合 

的技術センターとして、地域の精神保健福祉    

における活動推進の中核的な機能をもつ

② 住民の精神的健康の保持増進、精神障害の予

防、適切な精神医療の推進、地域生活支援の 

促進、自立と社会経済活動への参加の促進の

ための援助等を行う

③ 障害保健福祉圏域等の単位で精゙神保健医療福

祉に関する重層的な連携による支援体制の構

築に向け、必要な業務を取組む

【従事する職種】

医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉

士、公認心理師、精神保健福祉相談員、その他の

センター業務実施に必要な職員等多職種

【精神保健福祉センター】

精神保健福祉センター

相談支援等

市町村

都道府県

＜市町村＞

精神保健に関す
る相談支援体制
整備

等

相談支援事業所等

家族

本人

出典：改正障害者総合支援法等の概要から一部改変,  精神保健福祉センター運営要領（令和6年4月1日） 11



精神保健福祉センターの具体的役割とは 

組織育成
地域における精神保健福祉活動にかかわる民間の組織・
団体の活動を支援することで精神障害者の生活の質と福
祉の向上を図る。

地域の当事者会や家族会の

活性化を図りたい、ピアサ

ポートの活用を考えたい…

アウトリーチ支援事業
多職種で構成するチームが市町村・保健所と連携して、精神
障害者の地域生活の安定化と関係機関の人材育成。

技術支援、人材育成
保健所や市町村等からの相談を受け、地域の精神保健福
祉活動の支援・協力を事例検討や研修事業を行う。

精神障害の方もしくはその

疑いがある方で、未治療や

治療中断等のため、地域で

の生活が困難な状態。どの

ように対応すればよいか…

特定相談（一般的な精神保健福祉に関する相談に加えて）

薬物、アルコール等の依存やギャンブル等の行動嗜癖

に関する依存症相談、ひきこもり等の思春期・青年期に

関する思春期・青年期相談を行う。

（特定相談には、個別相談のほか、本人のグループ活動、家族
教室といった集団プログラムを実施 ）

こころの病気や問題を抱え

ている方にかかわる際、

どこに繋げばよいかわから

ない…
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４）都道府県・政令市主管課
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精神保健医療福祉に係る行政機関

【役割】

① 体制整備、予算確保

② 計画策定、進捗管理

③ 会議の設置、開催

④ 精神科病院に対する実地指導の実施主体

⑤ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

の構築推進事業、構築支援事業の実施主体

【従事する職種】

保健師、精神保健福祉相談員等の専門職が

配置されていることが多い

都道府県・政令市

市町村

都道府県

＜市町村＞

精神保健に関す
る相談支援体制
整備

等

家族

本人

【都道府県・政令市主管課】

出典：改正障害者総合支援法等の概要から一部改変

相談支援事業所等
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講義２ まとめ
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講義2 まとめ 自治体精神保健としての方向性

心の健康づくりや生活支援の視点を重視した地域ベースの精神保健医療福祉へ

• 計画策定／協議の場の設定等による全体把握・施策推進
• 都道府県本庁における精神保健の重要性の推進
• 関連する本庁内部門および関連団体との連携体制確立

精神保健相談の一次窓口と住民基礎サービスの横断的体制確保によ
る「にも包括」構築の推進
• 高齢者の地域包括ケアや地域共生社会の制度と「にも包括」の一

体的推進
• 基本的な精神保健福祉相談の実施による、早期支援体制の整備
• 障害福祉サービスの相談支援体制や所外福祉サービス介護保険

サービスの基盤の整備

保健医療連携を核とする「にも包括」構築推進の中心
• 圏域における地域ニーズの把握と精神医療を含めた保健医療福

祉およびそれ以外の関係者の連携促進
• 危機対応を含めた広域および困難事例への相談支援や早期介入

体制整備

• 困難事例への相談支援や技術支援を通じた精神保健全体の個別支
援能力の向上と現場と企画立案の連携促進

• 新しいエビデンスや支援技法の地域への導入による人材育成
• 精神医療審査会等を通じた精神医療の質の向上

保健

保健

必要により、
共同で支援

専門職の機関横断的関係

住民
支援ニーズ低～中
の精神障害者

高支援ニーズの
精神障害者

普及啓発
健康診断

一次相談
生活支援導入

危機介入
集中的・包括的支援

保健 福祉

市町村

精神保健福祉センター

都道府県等担当課

基幹相談
支援セン
ター

専門的立場
からの意見

予算管理・事業化

バックアップ

バックアップ バックアップ

バックアップ

連携連携

保健所

重要なポイント
• 現場を知り、公衆衛生的視点を有する専門職による機関横断

的な連携
• 機関内の専門職と事務職の人材育成・連携

出典：野口正行『「資料１自治体の精神保健」第8回 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会』2021. 一部改変 16



精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの
観点から見た自治体の重層的支援体制

都 道 府 県 本 庁
担 当 課

市 町 村

保 健 所

精神保健福祉センター

出典：野口正行『自治体による効果的な地域精神保健医療福祉体制構築に関する研究（分担研究報告書）. 藤井千代(研究代表),精神障害者の
地域生活支援を推進する政策研究』,2018.一部改変

①、②、③の全体把握

①

メンタルヘルス

リテラシー

の向上

②

支援ニーズに応じて、

精神保健相談・医療・

福祉等の支援を提供

できる体制

③
   集中的・包括的
支援が必要な状

   態の精神障害を
   有する人々への
   地域支援体制

●各機関が役割分担しつつ重層的に各層に関与
●３層構造の関与比重は機関ごとに異なる
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「福祉」の基盤整備による地域移行・定着支援の推進
メンタルヘルスリテラシーの向上、一次相談の充実・他領域との連携

「保健」を基軸とした基盤整備を車の両輪として整備
精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

                                   ↓
全世代対応型地域包括システム（共生社会への実現）

出典：『地域精神保健医療福祉体制の機能強化を推進する政策研究（研究代表者：藤井千代） 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に関する研究
（分担研究者：野口正行）編『精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築のための手引き-地域共生社会を目指す市町村職員のために』, 2022.一部改変 18
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ご視聴ありがとうございました。

続いて、

【講義３－１】精神保健医療に係る医療機関

の動画をご覧ください。
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